
 

   つがる西北五広域連合職員の貸与品規則 

 

令和７年３月２７日 

規則第１０号 

 

  （趣旨） 

第１条 この規則は、つがる西北五広域連合職員のうち、つがる西北五広域連合一般廃棄

物処理施設設置条例（令和６年つがる西北五広域連合条例第９号）第１条に規定する処

理施設（以下「処理施設」という。）において勤務する職員（以下「職員」という。）の

職務の遂行上必要な被服等の貸与について定めるものとする。 

  （貸与する被服等） 

第２条 広域連合長は、勤務の性質により必要な被服及び物品（以下「被服等」という。）

を貸与する。 

２ 職員に支給する貸与品の品目、数量は別表のとおりとする。 

３ 貸与品の更新は、その消耗の程度により適宜行うものとする。 

４ 貸与品は、全て現品とする。 

  （貸与品の保全） 

第３条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全しなければならない。 

（亡失、毀損等の処理） 

第４条 職員は、貸与品を毀損し、又は紛失したときは貸与品亡失（毀損）報告書（別記

様式）を速やかに広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の報告を受けた場合は、その実情を調査の上、その理由が職務上

又は不可抗力によるもので、やむを得ないと認められるときは、代品を再貸与すること

ができる。この場合において、第５条第２項に規定する予備品をもって充てることがで

きる。 

（貸与品の返納） 

第５条 職員が退職若しくは死亡し、又は処理施設以外へ異動となった場合は、貸与品を

返納しなければならない。 

２ 前項の規定により返納された被服等の状態が良好なものにあっては、所属長が善良な

管理のもと貸与品の予備品としてこれを保管するものとし、良好でないものにあって

は、所属長が適正に処分しなければならない。 

 （譲渡、転貸等の禁止） 

第６条 貸与品は、譲渡、転貸、売却、交換又は質入れをしてはならない。 

 （貸与品の弁償） 

第７条 被服等の貸与を受けた職員が、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は

毀損したときは、弁償しなければならない。ただし、弁償額については、その事情によ

り広域連合長がこれを定める。 

 （貸与品の取扱い） 

第８条 所属長は、貸与品を管理するために貸与品管理簿を備え付け、貸与又は返納の状

況を明らかにしなければならない。 

 （委任） 



 

第９条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関して必要な事項は、広域連合長

が別に定める。 

   附  則 

（施行期日） 

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置） 

２ この規則の施行前に西北五環境整備事務組合職員の貸与品規則（平成30年西北五環境

整備事務組合規則第４号）の規定により貸与された貸与品については、この規則の相当

規定により貸与されたものとみなす。 

  



 

別表（第２条関係） 

職員貸与品 

品目 数量 

夏用作業服（上、下） １ 

冬用作業服（上、下） １ 

防寒着（上、下） １ 

帽子 １ 

安全靴 １ 

長靴 １ 

ヘルメット １ 

全面形面体 １ 

半面形面体 １ 

 

  



 

別記様式（第４条関係） 

 

貸与品亡失（毀損）報告書 

 

                           年    月    日 

 

つがる西北五広域連合長 

 

所 属            

職氏名            

 

貸与品を亡失（毀損）したため、つがる西北五広域連合職員の貸与品規則第４条の規定

に基づき下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 貸与品の品目及び数量 

 

 

（当該品目の貸与年月日   年   月  日） 

２ 発生日時 

 

３ 亡失、毀損があった場所 

 

４ 亡失、毀損の経緯及び状況 

 

５ 再発防止策について 
 

備考 

１ 報告者は、貸与品を亡失、毀損した本人が記載してください。 

２ 発生日時、亡失、毀損があった場所が特定できないときは、推定日時と推定場所でかまいません。また、推定

場所は複数でもかまいません。 

３ 亡失、毀損の経緯及び状況では、毀損等の現在の状況又は毀損等に至る経緯を記載してください。 

４ 再発防止策については、再発防止に向けて今後どのような対応をとるのかを記載してください。  

 


